
先月の労働者死傷病報告書（休業４日以上）の受付状況

製造業 3 件
建設業 2 件
道路貨物運送業 0 件
林業 0 件
その他の事業 3 件
計 8 件

※労働災害の発生月と労働者死傷病報告書の提出月は異なる場合があります。
※紹介している労働災害事例は確認された労働災害の一例であり、災害件数と事例数は異なる場合があります。

３　稚内署からのお知らせ
〇北海道冬季ゼロ災運動（12月１日～３月31日）
　休み明けは体の動きが悪く災害が発生しやすい傾向にあります。事実、転倒災害は曜日別では月曜日に、時間帯別
では８－９時に最も多く発生しています（稚内署、休業４日以上）。作業の開始前にストレッチを行うなどして、体をほぐし
てから作業を始めましょう。
　また、路面の凍結や積雪等により冬型の労働災害の発生リスクが高まっています。駐車場への砂の散布や滑りにくい
靴の着用等により転倒災害防止に努めましょう。積雪により見通しの悪い交差点等も増えています。運転の際は、ス
ピードを出しすぎずに慎重な運転を心がけましょう。

〇建設業の時間外労働について（建設業向け）
　厚生労働省HPにおいて、建設業の時間外労働の上限規制に関するＱ＆Ａが公開されていますが、令和５年12月25日
付けで追補版が公開されました。内容は、「除雪作業時に付随して融雪剤や凍結防止剤を散布する場合の災害復旧事
業への適用の考え方」や「乗り合いで作業現場へ向かう場合の労働時間の考え方」等が記載されています。労務管理の
参考としてください。
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html）
（下記QRコードは該当ページのリンクとなっています。）

 ＜労働災害は前年同期より減少、死亡災害ゼロ継続＞
１　労働災害発生状況
　令和５年12月に確認された休業４日以上の労働災害件数は８件でした。令和５年の労働災害件数は、合計で119件と
なり、前年同期の191件と比べて72件減少（-37.7.％）となりました。全体の労働災害のうち、新型コロナウイルスによる労
働災害発生件数は16件です。
　令和５年の死亡災害は０件となっています。速報値段階ではありますが、稚内署管内における２年連続の死亡災害０
件達成は統計開始以来初めての記録となります。
　年齢が60歳以上の高年齢労働者の労働災害件数は、119件中33件（27.7％）となっています。50歳以上の年齢に拡大
すると、60件と約半数を占めています。

２　労働災害事例（括弧内は年齢性別、休業見込期間）※新型コロナウイルス感染症事例は除く
【建設業】
・橋台設置工事において、鋼管杭の打設作業中、杭打機のスクリューに付着していた凍った土塊が落下し、下方で調整
作業を行っていた被災者の左肩に当たり、骨折したもの。（30代男性、１か月）
・一般家屋のTVアンテナ工事において、２階外壁に設置されている機器の作業を行うため、高所作業車から１階屋根に
降りて近づこうとしたところ、屋根から地面に滑り落ち、左足を骨折したもの。（40代男性、１か月）
【製造業】
・水産食料品製造工場において、清掃作業中、コンベヤーを停止することなく、コンベヤーに付着していた魚の残滓を取
ろうとしたところ、左腕が巻き込まれ骨折したもの。（20代女性、２か月）
・寄宿舎において、外階段から滑り落ち、臀部を打撲したもの。（30代男性、４日）
・コンベヤーの一部を運んでいる際、バランスを崩して転倒し、倒れたコンベヤーと地面の間に右足を挟まれ、右足首を
骨折したもの。（60代男性、１か月）
【漁業】
・鮭定置網漁業において、船が揺れたため、バランスを崩し、網揚げ機のドラムに左手が巻き込まれ、第二指を挫傷した
もの。（80代男性、２か月）
【通信業】
・配達先から配達車両へ戻る途中、傾斜のある凍結路面で転倒し、後頭部を打撲したもの。（50代男性、１週間）
【社会福祉施設】
・利用者を車椅子からベッドへ移動させようとして、利用者を抱え上げた際に強い負荷がかかり、右膝を筋挫傷したも
の。（70代女性、10日）

（漁業１、通信業１、社会福祉施設１）

「Ｓａｆｅコンソーシアム」の加盟企業名を稚内署に掲示しています！
Safeコンソーシアムに加盟の企業名を稚内署内に掲示していますので、加盟後は、稚内労働基準監督署まで

ご連絡ください。（0162-73-0777）


